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研究成果の概要（和文）： 

四つに分けて報告した。①義務教育編では、財政支出を増やせば学力が向上する可能性はあ

るが、断定はできないという現状、および「日本型平等システム」が壊れつつあることを解明

した。②高校・大学編では、戦後の教育発展を支えた要因を分析し、政府支出の役割が弱まっ

ている問題点を指摘した。③教育世論調査編では、教育政策の優先順位が福祉政策に比べてき

わめて低いことを明らかにした。④海外編では、日本の教育財政支出の問題点を比較した。 

 

研究成果の概要（英文）： 

 Research outcome is reported as following four points. First is a part of primary 

education. We discussed the possibility of improving the student’s academic skills by 

using the estimation of the production function of achievement test and the transition 

of Japanese equality system reflected in educational finance. Second is a part of high 

school and higher education. We examined the role of public expenditure from the results 

of determinants factors to educational expansion. Third is a result of the opinion survey 

on education in which educational policy has the lowest priority compared with other 

social policies. Lastly, we showed the problems of Japanese educational finance comparing 

with international perspectives.    
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１．研究開始当初の背景 

 高等教育財政の経済的分析について、いく

つかの研究プロジェクトを重ねてきたが、経

済分析から導き出される政策的含意と現実

の間にある落差に悩まされてきた。普遍的な

経済理論による分析の帰結と日本の特殊な

現実との乖離があまりにも大きいからであ

る。そのような経験が重なって、「教育費を
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誰が負担すべきか」という財政問題は、個人

の経済合理的な行動分析よりも、親子関係に

着目した家族社会学的視点からとらえるの

が適切ではないかと思うようになった。 

 あわせて、財政の仕組みとお金の使われ方

は、ある社会のある時代の基底にある「知識」

だと考えられる。だとすれば、この知識が社

会や教育のあり方にどのような影響を与え

ているか、という教育財政の知識社会学的分

析が展開できるのではないかとも考えた。 

 教育費の家族社会学、および教育財政の知

識社会学というアプローチの可能性を追求

してみたいというのが、研究開始当初の背景

である。 

 

２．研究の目的 

 本研究では、教育財政および費用負担とい

う教育の経済問題を、経済学のみならず、社

会学的に分析し、日本の教育財政システムを

国際的な視野から相対化することを目的と

している。 

３．研究の方法 

主として次の二つのアプローチをとること

にした。 

（１）通時的変化と地域間比較ができる統

計的データベースを構築し、教育段階別の財

政支出の時系列分析を行うことである。政府

の役割が時代によってどのように変化してき

たかを明らかにするように努めたが、それだ

けでなく、「教育費の配分実態」から「社会

の選好」を読み解く知識社会学的アプローチ

の有効性を検証した。 

（２）教育に対する「社会の選好」を直截

的に測定するために国民の意識調査を行った

。教育の費用負担意識および国民の政策選好

を計測するために、医療・年金・雇用といっ

た社会政策に対する選好との比較ができるよ

うに「教育と社会保障に関する意識調査」を

設計した。今回の対象は、富山県、東京都、

およびウェブによる全国の成人とした。 

この二つの方法を主軸として、義務教育・

高校教育・大学教育を対象とする教育費政策

の社会学的分析を行った。日本の現状理解を

深めるために、教育財政、社会保障政策の国

際比較の視点を重ねるように努めた。 

 

４．研究成果 

共同研究者および研究協力者による研究成

果は、科研成果報告書として印刷出版し、関

係各位に配布した。 

教育政策、および教育費の研究として、今

までにない新しい視点を導入しており、ユニ

ークな研究成果が提供できたと考えている。

しかし、「教育費の社会学」というテーマ設

定は、意義深いものの、確定した理論枠組み

が構築できたわけではない。分析の元になる

データベースの構築がかなり進んだので、さ

らなる分析を重ね、一定の理論枠組みを措定

できるようにしたい。 

報告書には、義務教育編から国際編までの

四部構成で、16本の論文を収録した。 

 

（１）義務教育編は、学力低下の問題に焦

点をあてた三つの論文から構成されている。   

第一に、政策科学的アプローチの基本とな

る学力の生産関数を計測・分析した。用いた

データは、文部科学省による県別学力テスト

の結果である。学力の結果と県の教育および

財政関連の統計指標をリンクさせて、学力の

生産関数を計測した。この分析の特徴は、学

力の平均値だけでなく、学力の分散を被説明

変数としていることである。分散としては、

とくに学力の下位分散（下位10％分位と50％

分位の比率）に着目した。こうした新しい試

みによって、「教育財政支出の増加は、学力

の平均値に有意な影響を与えていないが、下

位層の分散を小さくさせる効果がある」とい

う結果が得られた。 

第二に、学力生産関数の諸研究を踏まえな

がら、「学力と責任」の関係を政策の観点か

ら考察した。困難な学力問題を広く理解する

ためには、国民の意識ないし世論の動きを視

野に入れる必要性があることを指摘し、今回

私たちが実施した「教育と社会保障の意識調

査結果」を分析し、報告した。わが国の生涯

政策への関心・選好・税負担意識には、強い

シルバーポリティクス（年齢格差）が働いて

おり、教育政策への関心は二次的・三次的な

優先順位になっている。この「教育劣位社会

」とでもいうべき日本の現状を明らかにしつ

つ、学力と教育政策のあり方を議論した。 

第三は、義務教育財政の変化に現れる「日

本型平等システム」の揺らぎを解明した論文

である。公教育への資源配分の仕組みがどの

ような原理によって形作られたのか。その仕

組みが働くことで、実際にはどのような結果

（平等な教育の実現）がもたらされたのか。

問いの検証にあたって、個人を単位として平

等に対して、「面の平等」（学区などの集合

的なまとまりの間の平等）という概念を導入

している。その上で、「面の平等」という平

等主義が、公教育への資源配分の仕組みとし

てどのように誕生し、実際にどのような働き

をしたかを明らかにした。ある時代背景の理

念として成立した制度が、平等で質の高い教

育を実現させたのは事実だが、その後に教育

の変化に対応できない足かせへと変化した皮

肉な帰結を実証的に解明した。なお、執筆者



 

 

による体系的な業績は、『教育と平等』（中

央公論社）にまとめられた。 

 

（２）高校・大学編では、主として戦後の

教育発展の規定要因を実証的に分析し、政府

支出の役割を明らかにした。あわせて、進路

選択の個票データを分析し、後期大衆化段階

における高等教育政策のあり方を議論した。 

まず「戦後日本における高校進学率上昇の

規定要因」は、都道府県のパネルデータを用

いた分析である。分析結果は次の三点にまと

められる。第一に、進学率の地域間格差は、

1962年頃から一貫した縮小傾向にある。第二

に、進学率の上昇は、第一次産業従業者比率

と私立高校の拡大による影響が大きい。第三

は、第一次産業比率の減少が、都道府県格差

を縮小させる方向に作用していることである

。こうした実証的な分析結果を踏まえて、高

校進学率の上昇と日本的な平等観との結びつ

きについて議論している。教育の不平等をあ

まり問題視しない日本人の意識が高校進学率

上昇過程でどのように形成されたか、という

問題提起は非常に興味深い。教育世論調査に

よる「教育劣位社会」という結果と大いに関

係していると考えられる。 

次いで、高校と大学の二つを視野に入れて

「高校進学と大学進学に対する政府支出の役

割」を解明した。戦後日本の都道府県データ

を用いて、政府支出が、高校と大学の進学率

、および地域間格差の縮小に果たした役割を

比較分析した論文である。 

1970年代までの高校進学率は、所得水準に

よる県間格差がきわめて大きかったが、その

後になると所得依存型の県間格差が克服され

るようになった。格差の平等化は、政府支出

や公立高校供給量の増加による成果である。

こうした高校の経験と大学を比較検証すると

、大学の進学率および県間格差は、依然とし

て所得格差の影響を強く受けている。つまり

、高い所得水準→多い大学教育費家計支出→

多い私立大学供給量という市場メカニズムの

連鎖が、県間格差を強化している。こうした

実証的分析を踏まえて、高等教育に対する政

策的含意を議論している。 

以上二つのマクロ統計分析に加えて、高校

生の個人調査に基づいたデータを利用して、

ミクロの進路選択分析を行った（「後期大衆

化段階の高等教育政策－階層・所得・高校教

育が進路選択に与える影響の分析」。 

今の大学は、「全入時代」と「ユニバーサ

ル化」という言葉でしばしば特徴づけられて

いる。定員を充足できない大学が半数近くあ

るほどだから、誰でも進学できる時代になっ

た。進学率が50％を越えた段階を「ユニバー

サル段階」と名づけたトロウモデルが、全入

という言葉と共鳴しながら、大学が新しい時

代の局面に来たかのように議論されている。

こうした言葉の背後には、「大学が多すぎる

」という気分があるように思われる。この論

文の主旨は、「全入」「ユニバーサル段階」

という言葉を懐疑し、批判的に検証するとこ

ろにある。 

 ユニバーサル段階というよりも、「後期大

衆化段階」と呼ぶのが適切ではないかと提案

し、全入時代という言葉の背後にある教育機

会の不平等を明らかにした。進路選択の規定

要因としては、「所得（経済変数）」「父学

歴（社会階層変数）」「在籍している高校の

進学率ランク（高校環境変数）」の三変数を

主軸にした。四重クロス分析をベースに、「

後期大衆化段階を担う大学一世（高卒の親の

子弟の大学進学）の参入意欲は衰えていない

」こと、「親が大卒でも大学に進学しない層

（退出する大学二世）が発生する要因は、低

い家計所得と高校教育の影響が強い」ことな

どを明らかにした。こうした結果に基づいて

、後期大衆化段階の政策的議論を行った。 

 以上の三論文の他に、「Rankings and 

Information on Japanese University」と「

犯罪率減少の要因分解にみる犯罪抑止効果測

定の課題－学歴別犯罪率と学歴別人口構成の

変動から－」を収録している。 

 

（３）世論調査編では、「教育と社会保障

の意識調査」に基づいた次の四つの論文を掲

載した。なお、義務教育編における「学力政

策の社会学」も、この調査に利用した論文で

ある。 

まず、「世論はどのように危ういのか」で

は、国民の意見として計測される意識は、「

はたして一貫しているのか」という問いを検

証している。 

そのための分析枠組みとして「意識する社

会像－責任所在の選択－税金のあり方の選択

」の三つをとりあげ、この三者関係が論理的

に整合している場合と整合してない場合が生

じる背景を明らかにしている。意見（世論）

の統一性の欠如、揺らぎ、危うさを読みなが

ら、教育政策の合理性と実現性を反省的に議

論する必要性を指摘している。 

次いで「教育への資源配分をめぐる利害関

係」は、教育世論におけるステークホルダー

の析出を目的としている。 

とくに、「大学教育費を個人が負担すべき

か、社会が負担すべきか」という意見の背後

を多面的に分析している。子どもの有無や学



 

 

校段階によって負担意識が変わるのは当事者

としての利害関係である。こうした利害の存

在を明らかにしているが、教育費負担に「エ

リートのための資源投入と底上げのための資

源投入」の選択軸を重ねた分析を行っている

。「底上げが大切だと言いながら、大学教育

費の個人負担」に賛成する層が6割を占める。

利害を離れた層からつくられる大勢の教育世

論は、現状肯定と脆さが一体になって構成さ

れており、それが世論と政策の関係を錯綜さ

せる。 

第三に「大学教育の外部性と費用負担への

態度」では、新しく導入した調査方法を用い

て、教育費負担意識の揺らぎを測定した。 

今回の調査では、いくつかの教育事情につ

いての知識を提供した調査票（A）と知識提供

の無い調査票（B）の二つを用意している。知

識の提供によって、意識がどのように変わる

か（揺らぐか）を計測したいと考えたからで

ある。大学教育の外部性を示す一つの知識と

して、税収入の増加がある。大卒者は高所得

であり、その結果、高卒よりも多くの税金を

納めている。1人が生涯に支払う税収入増は、

1500万円ほどになる。 

この知識を提供した場合としない場合によ

って、大学教育費の個人負担意識はどのよう

に変わるだろうか。この基本的仮説を他の要

因との関係から多面的に分析した。外部性の

知識提供によって、大学教育費の社会負担意

識が増加することが確認された。加えて、負

担意識は、個人の利害に大きな影響を受ける

が、その一方で、学歴や世帯収入とは無関係

であるという興味深い結果がえられた。 

 第四の「大学費用政策における世代間対立

」では、社会負担の増加に対する世代間意識

格差の検討を行った。 

 「大学教育費は社会が負担すべきだ」と回

答するのは、中高年層よりも若年層だが、学

歴による違いは認められなかった。社会が負

担すべきだと考える者は、増税を許容する回

答が高くなる。ところが、若年層は社会負担

にすべきだとしながらも、増税に賛成しやす

いわけではない。世論と政策の乖離を踏まえ

て、教育と社会保障の二つを視野に入れた世

代間対立を検討した。 

 

（４）国際編については、公財政支出の国際

比較分析に加えて、北欧と韓国における教育

費政策の課題を取り上げた。なお、最終報告

書とは別に、デンマーク・フィンランドの教

育財政調査および中国の高校教育調査の結果

について、インタビューの記録を作成した。 

 第一の「高等教育公財政支出の国際比較」

では、国際比較データを収集・分析し、日本

の「小さい政府」の現状を明らかにした。同

時に、小さな政府でありながら高等教育を重

視しているアメリカ・オーストラリア・ニュ

ージランドに着目している。これらの国々で

は、成人学生を含む粗就学率が高く、生涯の

うちのどこかで低廉な私的費用負担による高

等教育機会が提供されているからである。 

 第二の「生まれる前からの子ども・家庭支

援策」では、北欧諸国における虐待・貧困予

防策を重視した親支援について、その詳細な

実態を報告している。子どもは社会の子ども

であるという認識に基づいて家族を支えあう

具体的施策を理解するために有益な事例にな

っている。 

 最後の「韓国高等教育の費用と収益に関す

る考察」では、日本との比較の視点から費用

と収益の問題を検討している。経済技術的な

私的収益率の算出過程では十分に配慮されて

いない側面に着目し、費用と収益の水準を大

きく左右する社会的規範や雇用などの制度的

条件の検討を試みたものである。高等教育拡

大過程における韓国の経験的分析は、日本的

家族制度と日本的雇用制度の狭間にある日本

の高等教育の費用と収益を考察する上で示唆

的である。 
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